
肝機能障害の評価に関する検討会（第１回） 

平成２０年１０月２７日 資料２ 

 

「肝機能障害の評価に関する検討会」開催の経緯 

 
平成 20 年 1月 15 日 肝炎訴訟原告団・弁護団と国との基本合意：別紙１ 

 
－基本合意書抜粋－ 
（２）恒久対策 
   国（厚生労働省）は、原告らＣ型肝炎ウイルスの感染被害者が安心し

て暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推

進等必要な措置を講ずるよう努める。 
（４）継続協議 
   恒久対策及び薬害再発防止対策について、国（厚生労働省）は、原告・

弁護団と継続的に協議する場を設定する。 
 

 
平成 20 年 3月 17 日 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（第 1 回） 

 
－関係部分要旨－ 

肝炎患者とりわけ肝硬変、肝がん患者に対する医療支援及び生活支援に

関連する制度（特に身体障害者認定、障害年金、高額療養費における特定

疾患）並びにインターフェロン治療費の助成制度について、運用の実態等

を踏まえて検討に取り組む。 
 

 
平成 20 年 6月 25 日付 薬害肝炎全国原告団・弁護団から薬害肝炎全面解決のため 

の要求書：別紙２ 

 
－要求書抜粋－ 
第４ 所得保障・生活保障に関する要求 
１ 非代償性肝硬変及び肝癌患者を 2 級以上の身体障害者手帳の対象とされ

たい。 
 
※ 同要求書に関し、厚生労働大臣からの回答を求める事項が提示され

た。：別紙３ 

－抜粋－ 

３ 同要求書第４「所得保障・生活保障に関する要求」１項に関して 
  ＩＦＮ療法を受けながらなお治癒しない慢性肝炎患者、肝硬変患者及び

肝癌患者が厳しい生活環境の中で治療に苦闘している実態に鑑み、これら

患者が安心して暮らせるよう、身体障害者支援制度の中に肝炎対策を位置

づけ、身体障害者手帳の交付を受けられるようにされたい。 
 

 
平成 20 年 8 月 1 日、9月 9 日 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（第 2 回） 

 

－関係部分要旨－ 

厚生労働大臣から、ウイルス性肝炎を起因とする肝機能障害の中でどう

いうものを身体障害として位置づけることができるかどうかについて、専

門家からなるチームを１１月前を目途に設置して検討作業を開始する旨、

及びその検討に当たり当事者のヒアリングも行う考えである旨を回答。 

 



別紙１ 

 

◎基本合意書（平成２０年１月１５日）(抄） 

 

 

４ 恒久対策等 

  (1) 製剤の投与を受けた者の確認の促進等 

     国（厚生労働省）は，医療機関による本件各血液製剤の投与を受けた者の確

認の促進，被投与者への検査の呼びかけに努めるとともに，新法に基づく給付

金の請求手続，請求期限等新法の内容について国民に周知を図ることを約す

る。 

 (2) 恒久対策

   国（厚生労働省）は，原告らＣ型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮ら

せるよう，肝炎医療の提供体制の整備，肝炎医療に係る研究の推進等必要な措

置を講ずるよう努める。

 (3) 再発防止の誓約，その他の対策 

   国（厚生労働省）は，本件事件の検証を第三者機関において行うとともに，

命の尊さを再認識し，薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善，最

大の努力を行うことを改めて確約する。 

 (4) 継続協議

   恒久対策及び薬害再発防止対策について，国（厚生労働省）は，原告・弁護

団と継続的に協議する場を設定する。
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